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使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止について 

 

 人の不法な侵入等の防止について，設工認申請書における変更に当たって，Ⅰ.2 個別項

目の記載箇所からⅠ.1共通項目への記載箇所へ格上げを行うこととする。 

 一方，今回の設工認申請対象範囲が電気設備であるため，人の不法な侵入等の防止につい

ては次回申請として，当初申請で取り扱っていた。このため，今回の変更においても，先行

事業者の例に準拠して，次回申請としたい。 

 

＜先行事業者の例（JNFL 加工）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，次回の設工認申請において，記載する案を添付に示す。 

  １．基本設計方針（本文） 

  ２．事業変更許可申請書との整合性に関する説明書（添付書類１） 

  ３．技術基準への適合性に関する説明書（添付書類３） 

以上 


